
 
議
案
第
二
十
号 

 
 

 

中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の

制
定
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
し
ま
す
。 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提
出
者 

 

中
央
区
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

平 
 

林 
 

治 
 

樹 

  
 

 

中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
四
月
中
央
区
教
育

委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
の
二
第
七
項
第
二
号
中
「
、
条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
あ
っ
て
は
三
歳
に
、
条
例
第
十

一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
あ
っ
て
は
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
九
条
の
二
の
見
出
し
中
「
子
の
看
護
の
た
め
の
休
暇
」
を
「
子
の
看
護
等
の
た
め
の
休
暇
」
に
改
め
、
同
条
第
一

項
中
「
子
の
看
護
の
た
め
の
休
暇
」
を
「
子
の
看
護
等
の
た
め
の
休
暇
」
に
、
「
看
護
（
」
を
「
看
護
等
（
」
に
、
「
又
は

疾
病
」
を
「
、
疾
病
」
に
、
「
を
行
う
」
を
「
若
し
く
は
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
第
二
十

条
の
規
定
に
よ
る
学
校
の
休
業
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
由
に
伴
う
当
該
子
の
世
話
を
行
う
こ
と
又
は
当
該
子
の
教
育
若
し

く
は
保
育
に
係
る
行
事
へ
の
参
加
を
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
子
の
看
護
の
た
め
の
休
暇
」
を
「
子

の
看
護
等
の
た
め
の
休
暇
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
子
の
看
護
の
た
め
の
休
暇
」
を
「
子
の
看
護
等
の
た
め
の
休
暇
」

に
、
「
看
護
を
」
を
「
看
護
等
を
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
一
条
の
前
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。 



 
（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等
） 

第
三
十
条
の
四 

条
例
第
十
八
条
の
四
第
一
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
制
度
又
は
措
置
（
以
下
「
介
護
両
立
支
援
制

度
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
制
度
又
は
措
置
と
す
る
。 

一 

条
例
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
休
暇 

二 

条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
時
間 

三 

条
例
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
深
夜
勤
務
の
制
限 

四 

条
例
第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
超
過
勤
務
の
制
限 

五 

条
例
第
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
超
過
勤
務
の
制
限 

六 

条
例
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
の
介
護
休
暇 

第
三
十
条
の
五 

条
例
第
十
八
条
の
四
第
一
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

介
護
両
立
支
援
制
度
等 

二 

介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
申
告
先
、
請
求
先
又
は
申
請
先 

三 

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
七
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
休

業
手
当
金
そ
の
他
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
に
関
す
る
必
要
な
事
項 

２ 

条
例
第
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
職
員
に
対
し
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
知
ら
せ
る

場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
（
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法

に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
が
希
望
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

面
談
に
よ
る
方
法 

二 

書
面
を
交
付
す
る
方
法 

三 

電
子
メ
ー
ル
そ
の
他
の
そ
の
受
信
を
す
る
者
を
特
定
し
て
情
報
を
伝
達
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
（
以
下



「
電
子
メ
ー
ル
等
」
と
い
う
。
）
の
送
信
に
よ
る
方
法
（
当
該
職
員
が
当
該
電
子
メ
ー
ル
等
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と

に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
） 

第
三
十
条
の
六 

条
例
第
十
八
条
の
四
第
一
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
措
置
（
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置
に
あ
っ
て
は
、

職
員
が
希
望
す
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。 

 

一 

面
談 

 

二 

書
面
の
交
付 

 

三 

電
子
メ
ー
ル
等
の
送
信
（
当
該
職
員
が
当
該
電
子
メ
ー
ル
等
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
） 

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
） 

第
三
十
条
の
七 

条
例
第
十
八
条
の
五
第
三
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
勤
務
環
境
の

整
備
に
関
す
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。 

 

一 

職
員
の
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
利
用
に
関
す
る
事
例
の
収
集
及
び
職
員
に
対
す
る
当
該
事
例
の
提
供 

 

二 

職
員
に
対
す
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
及
び
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
方
針
の
周
知 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
説 

明
） 

 
 

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
及
び
次
世
代
育
成
支
援
対
策

推
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
子
の
年
齢
に
応
じ
た
柔
軟
な
働
き
方
を
実
現
す
る
た

め
の
措
置
の
拡
充
や
次
世
代
育
成
支
援
対
策
の
推
進
・
強
化
、
介
護
離
職
防
止
の
た
め
の
仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援
制



度
に
関
す
る
周
知
の
強
化
を
行
う
た
め
、
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
議
案
を
提
出
し
ま

す
。 



新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 

中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
四
月
中
央
区
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三

号
） 

 

新 

旧 

（
育
児
又
は
要
介
護
者
の
介
護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
制
限
） 

（
育
児
又
は
要
介
護
者
の
介
護
を
行
う
職
員
の
超
過
勤
務
の
制
限
） 

第
八
条
の
二 

（
略
） 

第
八
条
の
二 

（
略
） 

２
か
ら
６
ま
で 

（
略
） 

２
か
ら
６
ま
で 

（
略
） 

７ 

超
過
勤
務
制
限
開
始
日
か
ら
起
算
し
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に

係
る
期
間
を
経
過
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い

ず
れ
か
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
は
、
超

過
勤
務
制
限
開
始
日
か
ら
当
該
事
由
が
生
じ
た
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て

の
請
求
で
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。 

７ 

超
過
勤
務
制
限
開
始
日
か
ら
起
算
し
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に

係
る
期
間
を
経
過
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い

ず
れ
か
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
は
、
超

過
勤
務
制
限
開
始
日
か
ら
当
該
事
由
が
生
じ
た
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て

の
請
求
で
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。 

一 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
由
が
生
じ
た
場
合 

一 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
由
が
生
じ
た
場
合 

二 

当
該
請
求
に
係
る
子
が 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
し
た
場
合 

二 

当
該
請
求
に
係
る
子
が
、
条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
請
求
に
あ
っ
て
は
三
歳
に
、
条
例
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
請
求
に
あ
っ
て
は
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
し
た
場
合 

８
か
ら
10
ま
で 

（
略
） 

８
か
ら
10
ま
で 

（
略
） 

（
子
の
看
護
等
の
た
め
の
休
暇
） 

（
子
の
看
護
の
た
め
の
休
暇 

） 

第
二
十
九
条
の
二 

子
の
看
護
等
の
た
め
の
休
暇
は
、
満
十
二
歳
に
達
す
る

日
以
降
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
（
配
偶
者
又
は
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
子
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

第
二
十
九
条
の
二 

子
の
看
護
の
た
め
の
休
暇 

は
、
満
十
二
歳
に
達
す
る

日
以
降
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
（
配
偶
者
又
は
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
子
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て



新 

旧 
同
じ
。
）
又
は
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十

三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
制

度
の
要
綱
に
規
定
す
る
療
育
手
帳
若
し
く
は
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
五

条
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

る
者
若
し
く
は
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す

る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
に

規
定
す
る
治
療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
特
殊
の
疾
病
で

あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
る
障
害
の
程
度
が
主
務
大
臣
が
定
め
る

程
度
で
あ
る
者
（
以
下
「
障
害
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
満
十
八
歳

に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
を
養
育

す
る
職
員
が
、
当
該
子
（
次
項
に
お
い
て
「
養
育
す
る
子
」
と
い
う
。
）

の
看
護
等
（
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
っ
た
当
該
子
の
世
話
、
疾

病 

の
予
防
を
図
る
た
め
に
必
要
な
当
該
子
の
世
話
若
し
く
は
学
校
保
健

安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る

学
校
の
休
業
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
由
に
伴
う
当
該
子
の
世
話
を
行
う

こ
と
又
は
当
該
子
の
教
育
若
し
く
は
保
育
に
係
る
行
事
へ
の
参
加
を
す
る

こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
と
認
め

ら
れ
る
場
合
の
休
暇
と
す
る
。 

同
じ
。
）
又
は
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十

三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
制

度
の
要
綱
に
規
定
す
る
療
育
手
帳
若
し
く
は
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
五

条
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

る
者
若
し
く
は
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す

る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
に

規
定
す
る
治
療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
特
殊
の
疾
病
で

あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
る
障
害
の
程
度
が
主
務
大
臣
が
定
め
る

程
度
で
あ
る
者
（
以
下
「
障
害
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
満
十
八
歳

に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
を
養
育

す
る
職
員
が
、
当
該
子
（
次
項
に
お
い
て
「
養
育
す
る
子
」
と
い
う
。
）

の
看
護 

（
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
っ
た
当
該
子
の
世
話
又
は

疾
病
の
予
防
を
図
る
た
め
に
必
要
な
当
該
子
の
世
話
を
行
う 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
と
認
め

ら
れ
る
場
合
の
休
暇
と
す
る
。 

２ 

子
の
看
護
等
の
た
め
の
休
暇
は
、
一
会
計
年
度
に
お
い
て
、
一
日
を
単

位
と
し
て
五
日
（
養
育
す
る
子
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）

以
内
で
承
認
す
る
。
た
だ
し
、
職
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

一
時
間
を
単
位
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

子
の
看
護
の
た
め
の
休
暇 

は
、
一
会
計
年
度
に
お
い
て
、
一
日
を
単

位
と
し
て
五
日
（
養
育
す
る
子
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）

以
内
で
承
認
す
る
。
た
だ
し
、
職
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

一
時
間
を
単
位
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
子
の
看
護
等
の
た
め
の
休

暇
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
二
項
中
「
年

３ 

第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
子
の
看
護
の
た
め
の
休
暇

 

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
二
項
中
「
年



新 

旧 
次
有
給
休
暇
」
と
あ
る
の
は
「
子
の
看
護
等
の
た
め
の
休
暇
」
と
、
「
与

え
る
」
と
あ
る
の
は
「
承
認
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
与
え
ら
れ
た
」

と
あ
る
の
は
「
承
認
さ
れ
た
」
と
、
「
年
次
有
給
休
暇
」
と
あ
る
の
は
「
子

の
看
護
等
の
た
め
の
休
暇
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

次
有
給
休
暇
」
と
あ
る
の
は
「
子
の
看
護
の
た
め
の
休
暇 

」
と
、
「
与

え
る
」
と
あ
る
の
は
「
承
認
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
与
え
ら
れ
た
」

と
あ
る
の
は
「
承
認
さ
れ
た
」
と
、
「
年
次
有
給
休
暇
」
と
あ
る
の
は
「
子

の
看
護
の
た
め
の
休
暇 

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

教
育
委
員
会
は
、
子
の
看
護
等
の
た
め
の
休
暇
を
承
認
す
る
と
き
は
、

看
護
等
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
証
明
書
等
の
提
出
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

教
育
委
員
会
は
、
子
の
看
護
の
た
め
の
休
暇 

を
承
認
す
る
と
き
は
、

看
護 

を
必
要
と
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
証
明
書
等
の
提
出
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。 

（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
職
員
に
対
す
る
意
向

確
認
等
） 

 

第
三
十
条
の
四 

条
例
第
十
八
条
の
四
第
一
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め

る
制
度
又
は
措
置
（
以
下
「
介
護
両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
は
、

次
に
掲
げ
る
制
度
又
は
措
置
と
す
る
。 

 

一 

条
例
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
休
暇 

 

二 

条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
時
間 

 

三 

条
例
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
深
夜
勤
務
の
制
限 

 

四 

条
例
第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
超
過
勤
務
の
制
限 

 

五 

条
例
第
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
超
過
勤
務
の
制
限 

 

六 

条
例
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
の
介
護
休
暇 

 

第
三
十
条
の
五 

条
例
第
十
八
条
の
四
第
一
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 

一 

介
護
両
立
支
援
制
度
等 

 



新 

旧 
二 
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
申
告
先
、
請
求
先
又
は
申
請
先 

 
三 

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）

第
七
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
休
業
手
当
金
そ
の
他
こ
れ
に

相
当
す
る
給
付
に
関
す
る
必
要
な
事
項 

 

２ 

条
例
第
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
職
員
に
対

し
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
知
ら
せ
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
（
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
お
け
る
第

三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
が
希
望
す
る
場
合
に
限

る
。
）
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

面
談
に
よ
る
方
法 

 

二 

書
面
を
交
付
す
る
方
法 

 

三 

電
子
メ
ー
ル
そ
の
他
の
そ
の
受
信
を
す
る
者
を
特
定
し
て
情
報
を
伝

達
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
（
以
下
「
電
子
メ
ー
ル
等
」
と

い
う
。
）
の
送
信
に
よ
る
方
法
（
当
該
職
員
が
当
該
電
子
メ
ー
ル
等
の

記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

に
限
る
。
） 

 

第
三
十
条
の
六 

条
例
第
十
八
条
の
四
第
一
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め

る
措
置
（
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置
に
あ
っ
て
は
、
職
員
が
希
望
す
る
場
合

に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。 

 

 

一 

面
談 

 
 

二 

書
面
の
交
付 

 
 

三 

電
子
メ
ー
ル
等
の
送
信
（
当
該
職
員
が
当
該
電
子
メ
ー
ル
等
の
記
録

を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限

る
。
） 

 



新 

旧 
（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
） 

 

第
三
十
条
の
七 

条
例
第
十
八
条
の
五
第
三
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め

る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
は
、

次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。 

 

 

一 

職
員
の
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
利
用
に
関
す
る
事
例
の
収
集
及
び

職
員
に
対
す
る
当
該
事
例
の
提
供 

 

 

二 

職
員
に
対
す
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
及
び
介
護
両
立
支
援
制
度
等

の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
方
針
の
周
知 

 

 
 
 

附 

則 
 

 
 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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